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平成３０年度 評議員会 議事録 

 

 

開 催 日 時  平成３１年３月２５日（月）午後３時３０分～午後４時３０分 

 

開 催 場 所    東京観光財団会議室（新宿区山吹町３４６番地６ 日新ビル５階）   

 

出 席 者  評議員総数  ２５名 

出席評議員  １３名 

       林田 武 河内 成利 佐々木 浩平 坂巻 政一郎  

武井 雅昭 宮本 秀晴 樋口 政亀 門脇 邦彦  

末永 安生 近浪 弘武 貝田 康則 武田 昌人  

遠藤 誠 

       出席理事    ５名 

  理 事 長  前田 新造 

  専務理事  松本 泰之 

  常務理事  高角 和道 今枝 敦 荒木時雄 

              出席監事   １名 

  松宮 庸介 

 

議 長  評議員     坂巻 政一郎 

 

議 題 

決 議 事 項 

第１号議案 平成３１年度事業計画及び収支予算（案）の承認について 

    

 

報 告 事 項    

報告事項１ 組織改正について 

報告事項２ 諸規程の改正について 

報告事項３ 業務監査の報告について 

 

 

 

 

 



 

会議の概要 

 

１．開会 

  （理事長）挨拶を行う。 

 

２．会議成立報告 

（事務局） 

   評議員総数２５名、出席評議員数１３名であり、本評議員会は定款第１９条に定

める定足数を満たしており、適法に成立したことを報告する。 

 

３．議長選出 

  （事務局） 

   定款第１８条により議長の互選を求めたところ、推薦の声があり、本人及び出席評

議員の承諾を得て議長に選出する。 

 

４．議長就任 

（議長） 

議長を務める旨を発言し、議長となる。 

 

５．議事録署名人選出 

（議長） 

   議事録署名人選出について議長一任でよいか諮ったところ、異議がなかったため、 

２名を指名し、両評議員とも承諾する。 

 

６．議事 

（議長） 

これより議事に入る旨、発言する。第１号議案 平成３１年度事業計画及び収支予

算（案）の承認について、事務局に説明を求める。 

 

（事務局） 

第１号議案平成３１年度事業計画及び収支予算（案）の承認について、審議資料

（第１号議案）に基づき説明する。 

   

（議長） 

質問や意見等の発言を求める。 

 

  （評議員） 

今年はラグビーワールドカップ、来年は東京 2020大会があり、各区市町村も観光 

  施策に力を入れているため、事業連携や情報提供をぜひお願いしたい。 

 島しょ地域に関わることであるが、港区は竹芝桟橋があり、島しょ地域の玄関口 



 

となっている。竹芝開発も進み、羽田からのアクセスもよいため、島しょとの連携を 

さらに強めていきたいと考えている。 

また、イスラム圏の女性が入れるプールがないという話を聞いた。食事や礼拝につ 

いては、知識があったものの、プールで泳げないというところにまでは思いが至らな 

かった。宗教上や文化的なことなど、細かい情報についてもぜひ提供頂きたい。 

 

（事務局） 

一点目と二点目の区市町村や島しょ地域との連携については、今年度から地域振 

  興部に設置した多摩担当、島担当、区部担当の地域支援窓口担当が各地域や観光協 

会等をまわり、ネットワークづくりやサポートをさせて頂いている。 

 三点目については、東京都とも相談しながら、きめ細かい情報提供についても検討 

し、できる限り取り組んでいきたい。 

 

  （評議員） 

予算について、観光情報費が昨年度と比べて削減した内訳を教えて頂きたい。 

 

  （事務局） 

昨年、東京観光情報センター京成上野支所を改修しオープンした。来年度は、その 

経費が皆減となった。こうしたことなどによる減である。 

 

  （議長） 

   賛否を諮ったところ、全員異議なく、第１号議案は原案どおり承認可決する旨を宣

する。 

 

 

７．報告事項 

（議長） 

報告事項１及び報告事項２について、一括して事務局に報告を求める。 

 

  （事務局） 

報告事項１ 組織改正について、審議資料（報告事項１）により報告する。 

   

（事務局） 

報告事項２ 諸規程の改正について、審議資料（報告事項２）により報告する。 

   

 （議長） 

続いて、報告事項 ３業務監査の報告について、監事に説明を求める。 

 

    （監事） 

報告事項３ 業務監査の報告について、審議資料（報告事項３）により報告する。 



 

（議長） 

   以上をもって、本日の審議及び報告をすべて終了した旨を告げ、評議員会の終了

を宣して解散した。 

 

 

 

 

 


